
日銀シス第１３３号 

２０２５年１２月１８日 

 

日銀ネット利用先 

日銀ネット利用金融機関等 御中 

 

日 本 銀 行 

 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」の 

一部改正に関する件 

 

 

規程整備の観点等から、標記規程の一部を別紙のとおり改正し、２０２５年１

２月２５日から実施することとしましたので、通知します。 

以  上 

 



別紙 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」中一部改正 

 

○ 第１編Ⅴ．３．（２）を横線のとおり改める。 

 

（２）入力延長の依頼（注１） 

利用先は、やむを得ない事由により入力時間帯において電文の送信を終

了する見込みがなく、かつその日のうちに当該電文の送信を行う必要があ

る場合には、事前に電話により下表左欄の当該電文が属する利用業務等に

応じて、同右欄の日本銀行本支店に対して入力延長の依頼を行ってくださ

い。この場合、日本銀行は入力延長の事由等を聴取確認のうえ、入力延長

の可否につき回答します。 

なお、入力延長の依頼については、延長の必要性を認識した後直ちに行う

ようにしてください。日本銀行は、入力延長依頼の受付を、原則として電文

の送信を締切る時刻の３０分前（注２）に締切ります（詳細は各利用業務の利用

細則を参照してください。）。 

 

  （注１）外国為替円決済制度関係事務にかかる入力延長の依頼および入力延

長依頼の受付については、（２）の定めにかかわらず、利用細則（外

国為替円決済制度関係事務）に定めるところによります。 

（注２）国債資金同時受渡（香港）関係事務については、６０分前となりま

す。 

［入力延長：利用細則（当座勘定取引）第１編Ⅰ．２．参照］ 

           ∫ 

           略（不変） 

           ∫ 

［同：利用細則（担保関係事務）第１編Ⅰ．８．参照］ 

［同：利用細則（外国為替円決済制度関係事務）第１編Ⅰ．２．参照］ 

［同：利用細則（国債振替決済関係事務）第１編Ⅰ．７．参照］ 

           ∫ 

           略（不変） 



           ∫ 

［同：利用細則（金利スワップ担保国債管理関係事務）第１編３．参照］ 

 

以下略（不変） 

 


